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◎
新
潟
県

告
示

第
9
0
7
号

 

新
潟
県
防

災
行

政
無
線
運

用
規

程
（
昭
和
5
0
年

５
月
新

潟
県

告
示

第
5
9
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

し
、

平
成

2
8
年

８
月
2
9
日
か

ら
実

施
す
る
。

 

平
成
2
8
年

８
月

2
6
日

 

新
潟
県
知

事
 

 
泉
 

田
 

 
裕
 
彦

 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
中

号
の

細
目
の
表

示
に

下
線

が
引

か
れ

た
号

の
細

目
（

以
下

「
移

動
号

細
目

」
と

い
う

｡
)
に

対
応

す
る

同
表
の
改

正
後

の
欄
中
号

の
細

目
の

表
示

に
下

線
が
引
か

れ
た

号
の

細
目
（
以

下
「

移
動
後
号

細
目

」
と
い
う

｡
)
が

存
在
す
る

場
合

に
は

当
該

移
動

号
細

目
を

当
該

移
動

後
号

細
目

と
し

、
移

動
号

細
目
に
対

応
す

る
移
動
後

号
細

目
が

存
在

し
な

い
場
合
に

は
当

該
移
動

号
細
目
（

以
下

「
削
除
号

細
目

」
と
い
う
｡
)
を

削
り
、
移

動
後

号
細

目
に

対
応

す
る

移
動

号
細

目
が

存
在

し
な

い
場

合
に

は
当

該
移
動
後

号
細

目
（
以
下

「
追

加
号

細
目

」
と

い
う
｡
)
を

加
え

る
。

 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
中

下
線

が
引
か
れ

た
部

分
（
号

の
細

目
の

表
示

及
び

削
除

号
細

目
を

除
く

｡
)
を

削
り

、
同

表
の

改
正
後

の
欄
中
下

線
が

引
か
れ
た

部
分

（
号

の
細

目
の

表
示
及
び

追
加

号
細

目
を
除
く
｡
)
を

加
え
る
。

 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
の

表
中

太
線
で
囲

ま
れ

た
部

分
（

以
下

「
改

正
表

」
と

い
う

｡
)
を

当
該

改
正

表
に

対
応

す
る

次
の

表
の

改
正
後
の

欄
の

表
中
太
線

で
囲

ま
れ

た
部

分
に

改
め
る
。

 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の

規
程
に
お

い
て

、
次
の
各
号
に

掲
げ
る

用
語

の
意

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号

に
定
め
る

と
こ

ろ
に
よ
る

。
 

(
1
)
～
(
5
)
 

（
略
）

 

(
6
)
 
地
方
局
 

地
域
振
興

局
企

画
振
興
部

、
新

潟
地

域
振

興
局

地
域

整
備

部
、
新

潟
地

域
振

興
局
巻
農

業
振

興
部
及
び

新
潟

地
域
振
興

局
津

川
地

区
振

興
事

務
所

、
長

岡
地

域
振

興
局

地
域

整
備

部
与

板
維

持
管

理
事

務
所

及
び

小
千

谷
維

持
管

理
事

務
所

並
び

に
上

越
地

域

振
興

局
農

林
振

興
部

上
越

東
農

林
事

務
所

に
設

置
さ

れ
る

固
定

局
及

び
V
S
A
T
地

球
局

を

い
う
。

 

(
7
)
～
(
1
3
)
 

（
略
）

 

 

（
通
信
管

理
者

）
 

第
５
条

 
（

略
）
 

２
 
次
の

各
号

に
掲
げ
る

無
線

局
所
の
通

信
管

理
者

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

掲
げ

る
者

を
も
つ
て

充
て

る
。

 

(
1
)
 
（
略

）
 

(
2
)
 
地
方

局
 

別
表
１
に
定
め
る
当
該
無

線
局

の
設

置
場

所
の
次

の
ア
か
ら
キ
ま
で
に
掲

げ

る
区
分
に

応
じ

、
そ
れ
ぞ

れ
ア

か
ら
キ
ま

で
に

定
め

る
者

 

ア
 
（
略

）
 

イ
 
新
潟

地
域

振
興
局
地

域
整

備
部
 

新
潟
地

域
振

興
局

地
域

整
備

部
長

 

ウ
 
（
略

）
 

 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

、
次
の
各

号
に

掲
げ
る
用

語
の

意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1
)
～

(
5
)
 
（

略
）

 

(
6
)
 
地

方
局

 
地

域
振

興
局
企

画
振
興
部
、
新

潟
地
域
振

興
局

巻
農
業
振

興
部

、
新
潟
地
域

振
興

局
新

津
農

業
振

興
部

及
び

新
潟
地
域

振
興

局
津
川
地

区
振

興
事
務
所
、
長

岡
地
域
振

興
局

地
域

整
備

部
与

板
維

持
管

理
事

務
所

及
び

小
千

谷
維

持
管

理
事

務
所

並
び

に
上

越

地
域

振
興

局
農

林
振

興
部

上
越

東
農

林
事

務
所

に
設

置
さ

れ
る

固
定

局
及

び
V
S
A
T
地

球

局
を

い
う

。
 

(
7
)
～

(
1
3
)
 

（
略

）
 

 

（
通

信
管

理
者

）
 

第
５

条
 

（
略

）
 

２
 
次

の
各

号
に

掲
げ

る
無
線

局
所
の
通

信
管

理
者
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当

該
各

号
に
掲
げ

る
者

を
も

つ
て

充
て

る
。

 

(
1
)
 
（

略
）

 

(
2
)
 
地

方
局

 
別

表
１
に
定
め
る
当
該
無

線
局

の
設
置
場

所
の
次
の
ア
か
ら
キ
ま
で
に
掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
ア

か
ら
キ
ま

で
に

定
め
る
者

 

ア
 
（

略
）

 

 イ
 
（

略
）

 

ウ
 
新

潟
地

域
振

興
局
新

津
農

業
振
興
部

 
新

潟
地
域
振

興
局

新
津
農
業

振
興

部
長

 



2
 

エ
～
キ
 

（
略

）
 

(
3
)
～
(
1
0
)
 

（
略
）

 

３
 
（
略

）
 

 別
表
１

（
第
３

条
関
係
）

 

１
・
２
 

（
略

）
 

３
 
地
方

局
 

(
1
)
 
下
越

ブ
ロ

ッ
ク

 

無
線

局
所

の

種
別

 

呼
出
名
称

 
設

置
場

所
 

（
略
）

 
（
略
）

 
（

略
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 
 
〃

 
新

潟
地

域
振

興
局

地
域

整
備

部

（
略
）

 
（
略
）

 
（

略
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 
 
〃

 
 

 
 

〃
 
 
 

企
画

振
興

部

 

（
略
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（
略
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略
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(
4
)
 

（
略
）
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表
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係
）
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・
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方
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(
1
)
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越
ブ

ロ
ッ

ク
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線

局
所

の

種
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出
名
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設
置
場
所
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（
略
）

 
（
略
）

 

（
略
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（
略
）

 
 
〃
 
新

潟
地

域
振
興
局

企
画

振
興
部

 

（
略

）
 

（
略
）

 
（
略
）

 

（
略

）
 

（
略
）

 
 

〃
 

 
 

 
〃
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津
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業
振

興
部
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略

）
 

（
略
）

 
（
略
）
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2
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4
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略
）

 

４
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略

）
 

 

 


